
船舶料理士資格制度の改善について船舶料理士資格制度の改善について  
    

～調理師・栄養士資格保有者等の資格取得の簡素化～～調理師・栄養士資格保有者等の資格取得の簡素化～  

別添１ 

船舶料理士資格受有者の円滑な確保に資するよう、 

調理師・栄養士資格をお持ちの方等すでに一定の調理実務経験を有する方について、 

船舶料理士資格取得に必要な船内調理経験に係る期間要件の改善を行います。  

※「内航海運における代替建造促進に向けた施策の方向性」（平 
 成23年3月「内航海運代替建造対策検討会」）指摘事項 

【現行】 
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②（独）海員学校の司ちゅう・ 

 事務科を卒業 

③調理師、栄養士その他上記 

 と同等の能力を有する者  船 
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平成２２年度新規資格取得者

○試験合格      ９名 

  （船員災害防止協会分）   

○同等認定     ７４名 

・司ちゅう・事務科卒  ２名 

・調理師・栄養士保有 ５５名       

・海上保安学校主計コース 

 修了        １７名 

【改善内容】 
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【船舶料理士制度の概要】 

船内調理経験 

「３ヶ月」 

船舶料理士資格保有者
の乗船する船舶における
「１ヶ月」以上の乗船教育 

or 

 
  配乗対象船舶： 遠洋区域若しくは近海区域を航行する船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であって 
             総トン数1,000トン以上の船舶 
  根拠規定：    船員法第80条、船舶料理士に関する省令 
  関連条約：    船舶料理士の資格証明に関する条約（ＩＬＯ第69号） 


